
刈谷市告示第１４号  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、次

のとおり収納の事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。  

令和８年３月３１日  

刈谷市長  稲  垣     武  

１ 委託を受けた指定公金事務取扱者  

（１）名   称 特定非営利活動法人まちづくりかりや  

（２）所 在 地 刈谷市桜町５丁目６番地  

（３）代 表 者 理事長 成 田 光 宏  

２ 収納の事務を委託した歳入  

  刈谷駅北地区地域交流施設滞在ラウンジ使用料  

３ 委託の期間  

  令和８年４月 1 日から令和１３年３月３１日まで  

 



刈谷市告示第１５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、道路の路線

を次のように認定する。 

 その関係図面は、告示の日から１か月間刈谷市建設部土木管理課において一般の

縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

                    刈谷市長  稲  垣     武      

 

路 線 名 
起        点 

終        点 
重要な経過地 

１－１１０２号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原１番１地先から 

 
刈谷市井ケ谷町草野２１番１０地先まで 

１－１１０３号線 
刈谷市井ケ谷町草野２１番８地先から 

 
刈谷市西境町前山３３番１地先まで 

１－１１０４号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原７６番１地先から  

刈谷市西境町前山１３番４地先まで 

１－１１０５号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原３８番地先から  

刈谷市井ケ谷町久伝原７１番地先まで 

１－１１０６号線 
刈谷市井ケ谷町沼田７９番５地先から  

刈谷市井ケ谷町孫六８８番３地先まで 

１－１１０７号線 
刈谷市井ケ谷町孫六７３番１地先から  

刈谷市井ケ谷町孫六７０番１地先まで 

３－９５４号線 
刈谷市小垣江町荒畑３９番４地先から  

刈谷市小垣江町荒畑４５番１地先まで 

７－１１９号線 
刈谷市今川町井田２８番６地先から  

刈谷市今川町３丁目１０１番地先まで 

７－１２０号線 
刈谷市今川町井田１９番１地先から  

刈谷市今川町井田１９番１地先まで 

 



刈谷市告示第１６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、道路の路

線を次のように変更する。 

 その関係図面は、告示の日から１か月間刈谷市建設部土木管理課において一般の

縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

                    刈谷市長 稲  垣     武       

 

路 線 名 前後別 
起        点 

終        点 
重要な経過地 

１－２０６号線 

変更前 
刈谷市今川町境川 1 番１５地先から 

刈谷市今川町井田１９番１地先まで 
 

変更後 
刈谷市今川町境川 1 番１５地先から 

刈谷市今川町井田２６番１地先まで 

１－４２４号線 

変更前 
刈谷市一里山町南本山１３７番地先から 

刈谷市一里山町南本山１２９番地先まで 
 

変更後 
刈谷市一里山町南本山１３７番３地先から 

刈谷市一里山町南本山９８番１地先まで 

１－４２５号線 

変更前 
刈谷市一里山町南本山１１６番地先から 

刈谷市一里山町南本山１７４番地先まで 

 

変更後 
刈谷市一里山町南本山１１６番１地先から 

刈谷市一里山町南本山１２９番２地先まで 

１－４５９号線 

変更前 
刈谷市今川町井田２１番２地先から 

刈谷市今川町上矢戸３９番先まで 

 

変更後 
刈谷市今川町三丁目１０１番地先から 

刈谷市今川町三丁目３０５番地先まで 

２－７号線 

変更前 
刈谷市泉田町南新田１９番地先から 

刈谷市泉田町九郎兵衛５番３地先まで 

 

変更後 
刈谷市泉田町南新田１９番地先から 

刈谷市泉田町九郎兵衛５番３地先まで 



刈谷市告示第１７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路

線を次のように廃止する。 

 その関係図面は、告示の日から１か月間刈谷市建設部土木管理課において一般の

縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

                   刈谷市長  稲  垣     武           

 

路 線 名 
起        点 

終        点 
重要な経過地 

１－９１号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原１番２地先から 

刈谷市西境町前山３３番１地先まで 
 

１－９２号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原５５番１ 

刈谷市井ケ谷町久伝原７６番 
 

１－９５号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原６６番 

刈谷市西境町前山１３番２ 
 

１－２０７号線 
刈谷市井ケ谷町沼田８０番５ 

刈谷市井ケ谷町孫六７４番４ 
 

１－４１８号線 
刈谷市一里山町伐払２４０番１ 

刈谷市一里山町伐払２３８番 
 

１－４３１号線 
刈谷市一里山町南本山１７４番 

刈谷市一里山町南本山９８番 
 

２－６１７号線 
刈谷市泉田町南新田２７番 

刈谷市泉田町南新田２３番 
 

 



刈谷市告示第１８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区

域を次のように決定する。 

 その関係図面は、告示の日から１か月間刈谷市建設部土木管理課において一般の

縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

                    刈谷市長  稲  垣     武     

 

路 線 名 

 道   路   の   区   域 

区       間 
幅員

（ｍ） 

延長

（ｍ） 

１－２０６号線 
刈谷市今川町境川 1 番１５地先から 4.87～

11.20 
576.00 

刈谷市今川町井田２６番１地先まで 

１－４２４号線 
刈谷市一里山町南本山１３７番３地先から 8.40～

32.00 
530.40 

刈谷市一里山町南本山９８番１地先まで 

１－４２５号線 
刈谷市一里山町南本山１１６番１地先から 3.60～

32.90 
301.80 

刈谷市一里山町南本山１２９番２地先まで 

１－４５９号線 
刈谷市今川町３丁目１０１番地先から 5.00～

63.90 
444.20 

刈谷市今川町３丁目３０５番地先まで 

１－１１０２号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原１番１地先から 2.00～

4.00 
282.56 

刈谷市井ケ谷町草野２１番１０地先まで 

１－１１０３号線 
刈谷市井ケ谷町草野２１番８地先から 3.00～

3.50 
355.92 

刈谷市西境町前山３３番１地先まで 

１－１１０４号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原７６番１地先から 3.00～

3.00 
222.00 

刈谷市西境町前山１３番４地先まで 

１－１１０５号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原３８番地先から 3.00～

3.30 
118.89 

刈谷市井ケ谷町久伝原７１番地先まで 

１－１１０６号線 
刈谷市井ケ谷町沼田７９番５地先から 4.00～

7.00 
51.27 

刈谷市井ケ谷町孫六８８番３地先まで 



１－１１０７号線 
刈谷市井ケ谷町孫六７３番１地先から 3.50～

5.00 
322.91 

刈谷市井ケ谷町孫六７０番１地先まで 

２－７号線 
刈谷市泉田町南新田１９番地先から 7.00～

7.00 
70.16 

刈谷市泉田町九郎兵衛５番３地先まで 

３－９５４号線 
刈谷市小垣江町荒畑３９番４地先から 5.00～

5.00 
137.91 

刈谷市小垣江町荒畑４５番１地先まで 

７－１１９号線 
刈谷市井田２８番６地先から 3.10～

7.50 
10.90 

刈谷市今川町３丁目１０１地先まで 

７－１２０号線 
刈谷市井田１９番１地先から 10.36～

17.75 
18.90 

刈谷市井田１９番１地先まで 

 



刈谷市告示第１９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区

域を次のように変更する。 

 その関係図面は、告示の日から１か月間刈谷市建設部土木管理課において一般の 

縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

                   刈谷市長  稲  垣     武 

 

路 線 名 

道 路 の 区 域 

区         間 新旧別 
幅員

(ｍ) 
延長(ｍ) 

０１－３０号線 

刈谷市住吉町３丁目５４番１から 
旧 

13.2

～

23.2 

149.80 
刈谷市田町３丁目４５番地先まで        

刈谷市住吉町３丁目５４番１から 
新 

15.0

～

42.9 

149.80 
刈谷市田町３丁目４５番地先まで 

２－４５８号線 

刈谷市宝町６丁目８２番地先から 
旧 

12.00

～

20.20 

39.00  
刈谷市宝町６丁目７８番１地先まで        

刈谷市宝町６丁目８２番地先から 
新 

12.00

～

30.60 

39.00 
刈谷市宝町６丁目７８番１地先まで 

 



刈谷市告示第２０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供

用を次のように開始する。 

 その関係図面は、告示の日から１か月間刈谷市建設部土木管理課において一般の

縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

                    刈谷市長  稲  垣     武      

 

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

１－２０６号線 
刈谷市今川町境川 1 番１５地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市今川町井田２６番１地先まで 

１－４２４号線 
刈谷市一里山町南本山１３７番３地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市一里山町南本山９８番１地先まで 

１－４２５号線 
刈谷市一里山町南本山１１６番１地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市一里山町南本山１２９番２地先まで 

１－４４６号線 
刈谷市今川町東矢戸２１番４地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市今川町矢戸５５番地先まで 

１－４４８号線 
刈谷市今川町矢戸５５番地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市今川町矢戸５４番地先まで 

１－４５２号線 
刈谷市今川町矢戸４５番地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市今川町東矢戸２４番１地先まで 

１－４５９号線 
刈谷市今川町３丁目１０１番地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市今川町３丁目３０５番地先まで 

１－１１０２号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原１番１地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市井ケ谷町草野２１番１０地先まで 

１－１１０３号線 
刈谷市井ケ谷町草野２１番８地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市西境町前山３３番１地先まで 

１－１１０４号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原７６番１地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市西境町前山１３番４地先まで 



１－１１０５号線 
刈谷市井ケ谷町久伝原３８番地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市井ケ谷町久伝原７１番地先まで 

１－１１０６号線 
刈谷市井ケ谷町沼田７９番５地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市井ケ谷町孫六８８番３地先まで 

１－１１０７号線 
刈谷市井ケ谷町孫六７３番１地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市井ケ谷町孫六７０番１地先まで 

２－７号線 
刈谷市泉田町南新田１９番地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市泉田町九郎兵衛５番３地先まで 

３－９５４号線 
刈谷市小垣江町荒畑３９番４地先から 

令和 8 年 4 月 1 日 
刈谷市小垣江町荒畑４５番１地先まで 

 



刈谷市告示第２１号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定に基づき、令和

８年度固定資産の価格等の全てを固定資産課税台帳に登録した。 

  令和８年４月１日 

刈谷市長  稲  垣     武   

 



 

刈谷市告示第２２号  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、令和

８年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり納税者の縦覧に供

する。  

令和８年４月１日  

刈谷市長  稲  垣     武   

 

１ 縦覧期間  令和８年４月１日から同月３０日まで。ただし、日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日を除く。  

２ 縦覧時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで  

３ 縦覧場所  刈谷市役所 ２階 税務課窓口  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


